
墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （介護補償） 

第１１条 介護補償は、傷病補償又は障害補償

を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病

補償又は障害補償の補償の事由となった障害

であって教育委員会規則で定める障害に該当

するものにより、常時又は随時介護を要する

状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受け

ている場合に、当該学校医等に対して、当該

介護を受けている期間、次項に定める金額を

支給して行うものとする。ただし、次に掲げ

る場合には、その入院し、又は入所している

期間については、介護補償は行わない。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１

２３号）第５条第１３項に規定する障害者

支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条

第７項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。） 

 ⑶ 〔略〕 

２ 介護補償は、月を単位として行うものと

し、その額は、１月につき、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変更

があった場合は、その月における最初の変

更の前の障害。第３号において同じ。）が

常時介護を要する程度の障害として教育委

員会規則で定めるものに該当する場合（次

号において「常時介護を要する場合」とい

う。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げるときを除く。）。 その月

における介護に要する費用として支出され

た額（その額が１０万４，５３０円を超え

るときは、１０万４，５３０円） 

 〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１

２３号）第５条第１２項に規定する障害者

支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条

第６項に規定する生活介護（次号において

「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。） 

 ⑶ 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変更

があった場合は、その月における最初の変

更の前の障害。第３号において同じ。）が

常時介護を要する程度の障害として教育委

員会規則で定めるものに該当する場合（次

号において「常時介護を要する場合」とい

う。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げるときを除く。）。 その月

における介護に要する費用として支出され

た額（その額が１０万４，７３０円を超え

るときは、１０万４，７３０円） 



 ⑵ 常時介護を要する場合において、その月

（新たに介護補償を行うべき事由が生じた

月を除く。以下この号及び第４号において

同じ。）に親族又はこれに準ずる者による

介護を受けた日があるとき（その月に介護

に要する費用を支出して介護を受けた日が

ある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が５万６，７２０円

以下であるときに限る。）。 ５万６，７

２０円 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要する

程度の障害として教育委員会規則で定める

ものに該当する場合（次号において「随時

介護を要する場合」という。）において、

その月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日があるとき（次号に掲げるとき

を除く。）。 その月における介護に要す

る費用として支出された額（その額が５万

２，２７０円を超えるときは、５万２，２

７０円） 

 ⑷ 随時介護を要する場合において、その月

に親族又はこれに準ずる者による介護を受

けた日があるとき（その月に介護に要する

費用を支出して介護を受けた日がある場合

にあっては、当該介護に要する費用として

支出された額が２万８，３６０円以下であ

るときに限る。）。 ２万８，３６０円 

 ⑵ 常時介護を要する場合において、その月

（新たに介護補償を行うべき事由が生じた

月を除く。以下この号及び第４号において

同じ。）に親族又はこれに準ずる者による

介護を受けた日があるとき（その月に介護

に要する費用を支出して介護を受けた日が

ある場合にあっては、当該介護に要する費

用として支出された額が５万６，７９０円

以下である場合に限る。）。 ５万６，７

９０円 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要する

程度の障害として教育委員会規則で定める

ものに該当する場合（次号において「随時

介護を要する場合」という。）において、

その月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日があるとき（次号に掲げるとき

を除く。）。 その月における介護に要す

る費用として支出された額（その額が５万

２，３７０円を超えるときは、５万２，３

７０円） 

 ⑷ 随時介護を要する場合において、その月

に親族又はこれに準ずる者による介護を受

けた日があるとき（その月に介護に要する

費用を支出して介護を受けた日がある場合

にあっては、当該介護に要する費用として

支出された額が２万８，４００円以下であ

るときに限る。）。 ２万８，４００円   

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条第１項第２号の改正規定

は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支

給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた

介護補償については、なお従前の例による。 

 

 


